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 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る 条 例 を こ

こ に 公 布 す る 。  

   平 成 26 年 ６ 月 ５ 日  

                 横 浜 市 長  林    文  子  

横 浜 市 条 例 第 37 号  

   横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 の 一 部 を 改 正 す る  

   条 例  

 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 （ 平 成 14 年 12 月 横 浜 市 条 例

第 58 号 ） の 一 部 を 次 の よ う に 改 正 す る 。  

 第 89 条 中 「 施 工 す る 者 」 の 次 に 「 及 び 当 該 建 設 工 事 の 発 注 者 （ 建

設 工 事 （ 他 の 者 か ら 請 け 負 っ た も の を 除 く 。 ） の 注 文 者 を い う 。 以

下 こ の 節 に お い て 同 じ 。 ） 」 を 加 え る 。  

 第 91 条 中 「 施 工 す る 者 」 の 次 に 「 又 は 当 該 建 設 工 事 の 発 注 者 」 を

加 え る 。  

 第 92 条 第 １ 項 中 「 を 施 工 し よ う と す る 者 」 を 「 の 発 注 者 又 は 当 該

建 設 工 事 を 請 負 契 約 に よ ら な い で 自 ら 施 工 す る 者 （ 次 項 に お い て 「

当 該 建 設 工 事 の 発 注 者 等 」 と い う 。 ） 」 に 改 め 、 同 項 中 第 ５ 号 を 第

６ 号 と し 、 第 ２ 号 か ら 第 ４ 号 ま で を １ 号 ず つ 繰 り 下 げ 、 第 １ 号 の 次

に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

 (2)  石 綿 排 出 作 業 を 伴 う 建 設 工 事 を 施 工 す る 者 の 氏 名 又 は 名 称 及

び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名  

 第 92 条 第 ２ 項 中 「 当 該 石 綿 排 出 作 業 を 伴 う 建 設 工 事 を 施 工 す る 者

」 を 「 当 該 建 設 工 事 の 発 注 者 等 」 に 改 め 、 同 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加

え る 。  

 （ 解 体 等 建 設 工 事 に 係 る 調 査 及 び 説 明 等 ）  

第 92 条 の ２  建 築 物 等 を 解 体 し 、 改 造 し 、 又 は 補 修 す る 作 業 を 伴 う

建 設 工 事 （ 当 該 建 設 工 事 が 石 綿 排 出 作 業 を 伴 う 建 設 工 事 に 該 当 し

な い こ と が 明 ら か な も の と し て 規 則 で 定 め る も の を 除 く 。 以 下 こ

の 節 に お い て 「 解 体 等 建 設 工 事 」 と い う 。 ） の 受 注 者 （ 他 の 者 か

ら 請 け 負 っ た 解 体 等 建 設 工 事 の 受 注 者 を 除 く 。 以 下 こ の 節 に お い

て 同 じ 。 ） は 、 当 該 解 体 等 建 設 工 事 が 石 綿 排 出 作 業 を 伴 う 建 設 工

事 に 該 当 す る か 否 か に つ い て 調 査 を 行 う と と も に 、 規 則 で 定 め る

と こ ろ に よ り 、 当 該 解 体 等 建 設 工 事 の 発 注 者 に 対 し 、 当 該 調 査 の

結 果 に つ い て 、 規 則 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た 書 面 を 交 付 し て 説 明

し な け れ ば な ら な い 。 こ の 場 合 に お い て 、 当 該 解 体 等 建 設 工 事 が

石 綿 排 出 作 業 を 伴 う 建 設 工 事 に 該 当 す る と き は 、 前 条 第 １ 項 第 ４

号 及 び 第 ５ 号 に 掲 げ る 事 項 そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項 を 書 面 に 記 載

し て 、 こ れ ら の 事 項 に つ い て 説 明 し な け れ ば な ら な い 。  

２  前 項 前 段 の 場 合 に お い て 、 解 体 等 建 設 工 事 の 発 注 者 は 、 当 該 解

体 等 建 設 工 事 の 受 注 者 が 行 う 同 項 の 規 定 に よ る 調 査 に 要 す る 費 用
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を 適 正 に 負 担 す る こ と そ の 他 当 該 調 査 に 関 し 必 要 な 措 置 を 講 ず る

こ と に よ り 、 当 該 調 査 に 協 力 し な け れ ば な ら な い 。  

３  解 体 等 建 設 工 事 を 請 負 契 約 に よ ら な い で 自 ら 施 工 す る 者 は 、 当

該 解 体 等 建 設 工 事 が 石 綿 排 出 作 業 を 伴 う 建 設 工 事 に 該 当 す る か 否

か に つ い て 調 査 を 行 わ な け れ ば な ら な い 。  

４  第 １ 項 又 は 前 項 の 規 定 に よ る 調 査 を 行 っ た 者 は 、 当 該 調 査 に 係

る 解 体 等 建 設 工 事 を 施 工 す る と き は 、 規 則 で 定 め る と こ ろ に よ り

、 当 該 調 査 の 結 果 そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項 を 、 当 該 解 体 等 建 設 工

事 の 場 所 に お い て 公 衆 に 見 や す い よ う に 掲 示 し な け れ ば な ら な い

。  

 第 94 条 中 第 ４ 号 を 第 ５ 号 と し 、 第 ３ 号 を 第 ４ 号 と し 、 第 ２ 号 を 第

３ 号 と し 、 第 １ 号 の 次 に 次 の １ 号 を 加 え る 。  

 (2)  石 綿 排 出 作 業 を 伴 う 建 設 工 事 を 施 工 し た 者 の 氏 名 又 は 名 称 及

び 住 所 並 び に 法 人 に あ っ て は 、 そ の 代 表 者 の 氏 名  

 第 94 条 の 次 に 次 の １ 条 を 加 え る 。  

 （ 石 綿 排 出 作 業 の 完 了 に 係 る 説 明 ）  

第 94 条 の ２  第 92 条 の 規 定 に よ る 届 出 又 は 大 気 汚 染 防 止 法 第 18 条 の

15 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 届 出 に 係 る 作 業 を 伴 う 建 設

工 事 の 受 注 者 は 、 当 該 作 業 を 完 了 し た と き は 、 規 則 で 定 め る と こ

ろ に よ り 、 当 該 建 設 工 事 の 発 注 者 に 対 し 、 当 該 作 業 の 結 果 に つ い

て 、 前 条 第 ４ 号 に 掲 げ る 事 項 そ の 他 規 則 で 定 め る 事 項 を 記 載 し た

書 面 を 交 付 し て 説 明 し な け れ ば な ら な い 。  

 第 95 条 の 見 出 し 中 「 注 文 者 」 を 「 発 注 者 」 に 改 め 、 同 条 中 「 注 文

者 」 を 「 発 注 者 」 に 、 「 工 期 等 」 を 「 工 期 、 工 事 費 そ の 他 当 該 建 設

工 事 の 請 負 契 約 に 関 す る 事 項 」 に 改 め る 。  

   附  則  

 （ 施 行 期 日 ）  

１  こ の 条 例 は 、 規 則 で 定 め る 日 か ら 施 行 す る 。  

 （ 経 過 措 置 ）  

２  こ の 条 例 の 施 行 の 日 （ 以 下 「 施 行 日 」 と い う 。 ） 前 に こ の 条 例

に よ る 改 正 前 の 横 浜 市 生 活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 旧

条 例 」 と い う 。 ） 第 92 条 の 規 定 に よ る 届 出 又 は 大 気 汚 染 防 止 法 （

昭 和 43 年 法 律 第 97 号 ） 第 18 条 の 15 第 １ 項 若 し く は 第 ２ 項 の 規 定 に

よ る 届 出 が さ れ た 石 綿 排 出 作 業 （ 旧 条 例 第 89 条 に 規 定 す る 石 綿 排

出 作 業 を い う 。 ） に つ い て は 、 こ の 条 例 に よ る 改 正 後 の 横 浜 市 生

活 環 境 の 保 全 等 に 関 す る 条 例 （ 以 下 「 新 条 例 」 と い う 。 ） 第 92 条

の ２ 及 び 第 94 条 の ２ の 規 定 は 、 適 用 し な い 。  

３  新 条 例 第 91 条 及 び 第 94 条 の 規 定 は 、 施 行 日 以 後 に 新 条 例 第 92 条

の 規 定 に よ る 届 出 又 は 大 気 汚 染 防 止 法 第 18 条 の 15 第 １ 項 若 し く は

第 ２ 項 の 規 定 に よ る 届 出 が さ れ た 石 綿 排 出 作 業 （ 新 条 例 第 89 条 に
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規 定 す る 石 綿 排 出 作 業 を い う 。 ） に つ い て 適 用 し 、 施 行 日 前 に 旧

条 例 第 92 条 の 規 定 に よ る 届 出 又 は 大 気 汚 染 防 止 法 第 18 条 の 15 第 １

項 若 し く は 第 ２ 項 の 規 定 に よ る 届 出 が さ れ た 石 綿 排 出 作 業 （ 旧 条

例 第 89 条 に 規 定 す る 石 綿 排 出 作 業 を い う 。 ） に つ い て は 、 な お 従

前 の 例 に よ る 。  

４  前 ２ 項 に 定 め る も の の ほ か 、 こ の 条 例 の 施 行 に 伴 い 必 要 な 経 過

措 置 は 、 規 則 で 定 め る 。  
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